
平成18年以来の「伝統に基づく皇位継承制度」の堅持を求める諸活動への取り組みを踏まえ、
平成24年５月、各界各層の有識者の賛同により設立されました。
このリーフレット(皇室リーフレット№2)のお問合せ・ご請求は下記事務局までご連絡下さい。

皇室の伝統を守る国民の会

≪事務局≫ 〒102-0093 東京都千代田区平河町１-２-２ 朝日ビル４階
【電話】03-5213-4318　【FAX】03-5212-7201　【ホームページ】https://kdentou.com/

ホームページ
▼

　令和4年1月、政府は国会に対して、皇族数確保の具体的方策として、「❶内親王・女王が婚姻後も皇
族の身分を保持することとすること及び❷皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属す
る男系の男子を皇族とすること」を報告しました。
　私たちは、政府が国会に報告した旧宮家からの「養子案」の早期実現を求める活動を進めております。
皇室の伝統的な男系継承を確保するため、このリーフレットの普及にご協力ください。

政府が国会に提出した皇室制度に関する提案
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次世代の男子皇族がおられない宮家が養子を迎えられる場合
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若い世代の男子の方が

10名ほどおられます。
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現皇族と旧宮家の方々の交流の場「菊栄親睦会」（写真は平成３年）
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②　前項各号の皇族がないときは皇位はそれ以上で、
　　 最近親の系統の皇族にこれを伝える。(１１宮家)

皇室典範第２条 （　）内は昭和２２年当時の皇族男子

の中の方は、皇族として残られた方々

昭和２２年当時、１１宮家の方々は現皇室典範で

皇位継承資格を有する皇族であった

一　皇長子（皇太子殿下　※現上皇陛下）

二　皇長孫

三　その他の皇長子の子孫

四　皇次子及びその子孫（常陸宮殿下）

五　その他の皇子孫

六　皇兄弟及びその子孫

    （秩父宮殿下・高松宮殿下・三笠宮殿下・寬仁親王殿下）

皇位は、下記の順序により、皇族に、これを伝える。

旧宮家の方々は、

現行憲法下でも５か月余りは皇族だった

昭和２２年１月１６日、新皇室典範が公布

昭和２２年５月３日、日本国憲法が施行

昭和２２年１０月１４日、１１宮家、計５１人が

皇族の身分を離れられた。

(うち上記系図に 黄色 で示した皇位継承資格者は、２６名)

この間、旧宮家の方々は皇族であった。

そのうち26方は皇位継承資格者であった。

の外に名前がある方は、皇籍を離脱された11宮家51方
名前が            の中にある方は、皇位継承資格者で26方 敬称略

・・・皇位継承資格者
・・・崩御もしくは薨去された皇族方

皇位継承資格を有する１１宮家（旧宮家）が
皇籍を離脱した系図

昭和２２年１０月の皇室系図111

現在皇位継承資格を有する方はお３方
現在（令和5年1月）の皇室系図222

将来の皇室系図（イメージ）333
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若い世代の男子の方が10名ほどおられます。
〔「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に
　関する有識者会議議事録より〕
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旧宮家のうち、賀陽家・久邇家・東久邇家・竹田家の４家には１０名ほどの未婚の

若い世代の男系男子の方がおられます。

養子案が実現すれば、悠仁親王をお支えする男子皇族が誕生することになります。

〔皇族数の減少と将来の皇室像〕
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